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はじめに 

 

本報告書においては豊洲新市場の施設におけるコールドチェーン対応、ＨＡＣＣＰ対応の状況

について確認するものである。 

巷間、豊洲市場はＨＡＣＣＰ対応である、コールドチェーンが確保されている、といった意見

や解釈が流布されているが、一方、市場関係者の中にもＨＡＣＣＰとはいかなるものか、コー

ルドチェーンがいかなるものか十分に説明を受け理解しているとはいいがたいのが実情であ

る。それは、現状のＨＡＣＣＰ対応がどのようになされているのか、コールドチェーンがどの

ように対応されているのか、具体的に明示されていないことが、施設運用をめぐる誤解を生じ

ている。 

ＨＡＣＣＰ対応とは物理的施設や機械設備だけを指すものではなく、食品の安全性を確保管

理するための運用マニュアル作成とその実行管理という無形の作業手順と解釈するべきもの

であり、また、コールドチェーンとは食品の生産者から消費者までの広範囲な取扱いを含む流

通経路の温度管理機構を指すものであり、豊洲市場単体の施設整備や設備投資だけで実現でき

るものではないからである。 

そのことを示すように、当初の施設計画、平成１７年９月に策定された「豊洲新市場実施計

画のまとめ」によれば、その第一章「基本的考え方」の第二に以下のように示されていた。 

 

「第二に、衛生・廃棄物対策については、ＨＡＣＣＰ的な視点に基づいた高度な品質管理を

行うため、閉鎖型施設・高床式施設の必要性や閉鎖型施設における温度管理のあり方、施設

の清潔度の考え方などを整理し、廃棄物収集方法の考え方をまとめた。」 

 

上記の施設計画の指針においても、ＨＡＣＣＰを実現するとは明確に明示されておらず、あ

くまで「ＨＡＣＣＰ的な視点」に基づいた施設計画と表現されている。 

つまり、ＨＡＣＣＰおよびコールドチェーンを実現するための事前措置的施設計画であり、

その実現は、実際に施設を運用する市場業者の側に委ねられたものに過ぎないという意味であ

る。 

 これは、ＨＡＣＣＰシステムやコールドチェーンの原義および実情を理解すれば自明のこと

であって、あくまで施設はその支援ツールのひとつに過ぎないからである。 

本稿では、ＨＡＣＣＰやコールドチェーンの言葉の意味や定義をまず理解し、そのうえで豊

洲市場の整備状況がその目的方針をどこまで支援可能なものであるかを検証し、解説する。 

尚、平成１８年度に農水省より「卸売市場における品質管理の高度化に向けた規範策定のた

めのマニュアル」が策定されており、豊洲市場計画はその具体化においてこの指針にも影響を

受けながら計画されていると考えられる。 
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１ ＨＡＣＣＰおよびコールドチェーンの概要 

 

ＨＡＣＣＰおよびコールドチェーンは、現在の食品流通の衛生管理上欠かせぬものとなりつつ

あり、この二つの言葉が並列的に用いられることが多い。しかしながら、この二つはまったく

異なる概念であり、互いに自律したものであるが、食品製造および流通の過程で、衛生上の安

全性を担保するために、互いの制度や仕組みが互いを補完しあいながら運用されていくものと

なる。 

 

⑴ コールドチェーン 

主に食品を生産地から消費地まで鮮度を保持して流通させるインフラの仕組みのこ

とであり、低温流通機構と訳される。我が国では 1965 年当時の科学技術庁資源調査

会から出された「食生活の体系的改善に資する食料流通体系の近代化に関する勧告」

（通称：コールドチェーン勧告）を嚆矢とし，冷蔵によって生鮮食料品の品質を延長

することで日本全国への流通を実現せしめ、我が国の食生活の質的向上を成し遂げよ

うとするものであった。 

近年は単に冷蔵や冷凍等による低温一辺倒での管理だけでなく、食品以外の温度変

化により品質を損なう商品、温度管理の必要な商品のサプライチェーンとして医薬品

やＩＴ関連機器等、を含む概念となっている。温度管理技術の進展により、より広範

囲に遠隔地まで流通させることが可能になった。結果として、国内だけではなく、海

外輸出を含め需要は増えている。 

コールドチェーンの構成は、生産地から消費地までを結ぶ様々な具体的施設整備の

連なりであり、生産地における冷蔵冷凍倉庫、冷蔵トラック、冷凍船、冷蔵コンテナ、

保冷パック、集積地における冷蔵冷凍倉庫等が対象商品の管理温度帯を維持したまま、

切れ目無く結ばれている必要がある。これは輸送中の空間や空調の温度管理を意味す

るのではなく、温度管理対象品そのものの温度維持のことを指す。 

 

⑵ ＨＡＣＣＰ 

ＨＡＣＣＰとは、Hazard Analysis and Critical Control Pointの略である。 

まず、Hazard Analysis とは、食品衛生上の危害の分析を意味しており、Critical 

Control Point とは、そのうえで衛生維持の重要な工程を把握し管理することを意味

する。 

厚生労働省発表のガイドラインによっても、「ＨＡＣＣＰとは、食品の製造・加工工

程のあらゆる段階で発生するおそれのある微生物汚染等の危害をあらかじめ分析

（ Hazard Analysis ）し、その結果に基づいて、製造工程のどの段階でどのような

対策を講じればより安全な製品を得ることができるかという重要管理点（ Critical 

Control Point ）を定め、これを連続的に監視することにより製品の安全を確保する
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衛生管理の手法」と位置付けられており、食品製造流通加工に携わる人的資源による

厳粛かつ正確で明文化された運用の遵守がもっとも重要視される。 

（HA）危害発生分析に基づき、健康へ悪影響をおよぼす要因の発生を防止するための

工程(CCP)を明示し管理することにより、いわゆる事後対応型ではなく危害の発生を

あらかじめ予防することを念頭に置いたものである。 

この手法は国連食糧農業機関（ FAO ）と世界保健機関（ WHO ）の合同機関である食

品規格（コーデックス）委員会から発表され，各国にその採用を推奨し国際的に認め

られたものである。 

 

コーデックスのガイドライン 

食品衛生の一般原則（GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE CAC/RCP 1-1969）にお

いて ＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis and Critical Control Point）システムとその

適用のためのガイドラインとして示されている。日本文訳については、公益社団法人

日本食品衛生協会から発表されている。 

 

ＨＡＣＣＰ方式と従来の製造方法の違い 

従来の製造後の抜取検査による衛生管理に比較し、問題のある製品の出荷を未然に防

ぐことを念頭におき、原因の追及を容易にすることを目指している。 

ＨＡＣＣＰ導入後の施設では、定められた手順が製造過程において日常的に遵守され

るよう従業員に必要な教育・訓練を施すことが重要である。 

 

⑶ コールドチェーンとＨＡＣＣＰの関係 

 

上記で指し示したように、コールドチェーンとは対象品の温度維持管理のためのイン

フラであり、低温管理により食品中の微生物を死滅させ、または発生を防止し、食品

衛生上の安全性を高めることが出来る。その低温管理インフラの活用によって、食品

の品質維持時間が延長されることで広く対象品の移動が可能になる。そのインフラ活

用が、ＨＡＣＣＰの運用に包摂されていくという関係であることがわかる。 

つまり、コールドチェーン＝ＨＡＣＣＰではないし、ＨＡＣＣＰのために常にコール

ドチェーンが維持されるものでもない。これら二つの概念は取り扱う品物や加工、流

通状況により個別の運用ケースによって個別に最適化されるものであり、普遍的な施

設設計や一元的な設備投資によって実現されるものではない。 

以降の章では、コールドチェーンおよび、ＨＡＣＣＰについて、さらに具体的な事例

やそれらを実現してきた背景や、諸条件について解説する。 
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２ コールドチェーン 

（１） コールドチェーンの歴史 

コールドチェーンの目的は前述のように、食品の安全な流通を目指したものである。

現在では単に安全なだけではなく、食品の品質を高位に維持することに主眼がおかれ

ているが、なぜコールドチェーンが食品の安全に結びつくかと問われれば、主に食品

の安全性を毀損する原因要素が危険な微生物の繁殖にあるからである。 

古来、人間が生活圏を拡大するにあたり、食料の確保は第一義的命題となる。漁猟

や農業による収穫物はその収穫の多寡が昼夜や季節により変動する。一方、人間の生

活の根本はこれら食料の一定量を定時に充当維持する必要があり、不安定な収穫物の

安定的維持管理において、各地の食文化や加工技術が進展してきた。野生物としての

食料はその収穫の瞬間から腐敗の進行が始まっている。いかにこの腐敗の進行を止め

ることが出来るか、遅らせることが出来るか、の技術的発展が人類の生存確率と繁殖

を高めることに繋がった。 

微生物の繁殖を抑えるための方法は、殺菌および抑制、活動温度帯の排除の二点に

絞られる。冷温維持技術の稚拙であった古来、前者の方法としては、周辺水分の浸透

圧の差によって細菌細胞の破壊を目的とする塩蔵（塩漬け）、細菌活動を抑制するた

めの乾燥、他の人体に害の無い細菌の繁殖による抑制を目的とする酢漬け、醗酵とい

った手法が主であった。近代以前の食品貯蔵と流通はこうした塩蔵や干物状態を維持

することで食品の安全性を確保していた。 

近代に入り１９世紀後半に冷凍装置の発明により、季節を選ばず氷の製造が可能にな

ったことによって、低温化での食品貯蔵と流通の手法が確立されたことが、コールド

チェーンの始まりといっていいだろう。 

（２）コールドチェーンの始まり 

「コールドチェーン」の語彙は１９５０年米国における流通状況調査によって初めて

公式に採用されたものである。それ以前にも牛乳その他の製品において低温流通方式

はかいまみられたものの、公式文書に初めて「コールドチェーン」用語が上記調査報

告書によって使用されている。 

日本におけるコールドチェーンの嚆矢は、１９５８年に福岡運輸が、在日米軍物資

調達の委託を受け事業化したものであり、当時は米軍の中古冷凍庫を活用したもので

あった。その後１９６４年の東京オリンピック開催を期に、コールドチェーンの発展

は加速した。オリンピック選手村の食堂において各国から食材を冷凍輸送し貯蔵して

料理に供され、各国ごとの多様な食習慣に対応することを可能にした。その後、１９

６５年に、当時の科学技術省より、国内食品メーカーには「食生活の体系的改善に資

する食料流通体系の近代化に関する勧告」（コールドチェーン勧告）が出され、急速

に食品冷蔵冷凍貯蔵施設の開発と普及、および流通体系が整備されていったものであ
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る。結果として塩蔵や干物、酢漬けといった食品加工に頼らず、生鮮素材の品質を維

持したまま多様な食材を遠隔地から運び貯蔵することが可能になった。 

（３） 現代におけるコールドチェーンの役割と意義 

初期のコールドチェーンの役割は食品の安全な貯蔵と流通体系の確立であったが、そ

の後低温管理状況での流通には、食品以外の商品に多様な広がりをみせた。医薬品や

精密機械、ＩＴ製品、化学物質等の一定の温度帯での管理を必要とする製品の流通で

ある。そこでは必ずしも冷凍状態や氷温状態を要求するものではなく、商品ごとの適

温の維持である。同時に保管スペースや保管場所の縮小を含め、適温管理物資貯蔵量

の最適化を目指し、必要なタイミングで必要な数量のみを配送するシステムの確立が

目指されている。特に小規模小売店舗やコンビニエンスストアではバックスペースに

おける在庫を持たない経営を目指し、適温管理された商品を小口で適量にジャストイ

ンタイムに配送することへの需要が高まっている。 

 

（４） コールドチェーンの事例 

施設には輸送車から搬入出時に保冷状態を維持するためドッグシェルターを設置する。 

 

 

（筆者作成。以降、図・表に出典特記なき場合は筆者作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ドッグシェルターは冷蔵・冷凍車と直接ドッキングする必要がある。 

写真提供：株式会社 三共冷熱（大阪府） 
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コールドチェーン維持のために活用される保冷バックの例 

 

 

 

 

 

 

写真提供：三甲株式会社（東京都） 

 

（５） コールドチェーンとＨＡＣＣＰの関連 

コールドチェーンとは適正温度管理下での物流インフラのことであり、ＨＡＣＣＰシ

ステムの中では中核的な役割を担うことになる。特に、コールドチェーンにおいて貯

蔵施設から輸送施設への積み替え、多様な物流荷さばき、小口配送への積み替え、配

送先での貯蔵作業といった、商品管理施設や事業者の引き継ぎ時が重要な管理ポイン

トである。それらの入れ替え積み替え作業時における温度管理維持と管理体制が品質

の維持に十分に配慮されたものであり、物流作業の迅速化と明確性を意識したもので

なければならない。同時に生産者から最終消費者までのトレーサビリティを確保する

必要がある。 

 

３ ＨＡＣＣＰシステム 

（１） ＨＡＣＣＰシステムの歴史 

ＨＡＣＣＰシステムは１９６０年代米国の宇宙開発事業における宇宙食の安全性を

確保するために開発されたものである。その目的は、食品の安全性を高めることにあ

る。Hazard Analysis and Critical Control Pointの意味は、食品に危険をおよぼす

発生原因を特定し、評価し管理することにあり、国連食糧農業機関（ FAO ）と世界

保健機関（ WHO ）が合同で定めた食品規格計画によって定義された。安全に消費出

来る食品の提供を目的とした製造運用認証の仕組みと考えられる。ハザードの原意に

は直接的危険性だけでなく潜在的危険性、偶発的危険性の概念を含むものであり、危

険因子の顕在化前での排除を主眼においたものである。つまり、食中毒等の健康被害

を未然に予防するためのシステムであり、医療行為等の食品事故の事後対応を検討す

るものではない。具体的に食品原材料から加工、パッケージ、最終商品までの全工程

を科学的に分析し管理する手法の確立を目指すものである。そのため、事故を未然に

防ぐだけでなく全工程の記録によって事故発生の原因究明に供与し、それらの多くの

事例の蓄積データが起こりうる人為的ミスによる食品健康被害を限りなく小さくす

ることを可能とする。我が国においては１９９６年食品衛生法の一部改正によって導

入された、総合衛生管理製造過程の承認制度がそれに相当する。 
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世界の主な国々におけるＨＡＣＣＰ導入の動き 

（厚生労働省資料「ＨＡＣＣＰ導入の手引き書」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） ＨＡＣＣＰシステムの要素 

 ＨＡＣＣＰシステムの概要は以下に要約される。 

１．食品の安全性を向上させる。 

２．予防を目的とする 

３．科学的根拠にもとづく 

４．原材料から最終製品までの全工程が対象 

５．明文化、マニュアル化する 

６．記録、文書化し残す 

そして、これらを有効に実行するうえで７つの原則が定められる。これらの原則は系

統的につながっており、原則１から７に向かってＨＡＣＣＰプランとして、分析検証

と管理手法を決定していく。一部の運用要素の変更は他の要素に互いに影響をおよぼ

す構造となっている点に留意する。 
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原則１ 危害分析（ＨＡ） 

危害には生物学的（細菌や昆虫、生物の侵入）、化学的（薬剤の混入）、物理的（異物

混入）等の大きく３つに分けられる。危険因子の発生要因と防止措置を明確化する。 

原則２ 重要管理点の設定（ＣＣＰ） 

危害分析により明確化した危害因子に対し全製造工程中の重要管理項目を決定する。 

原則３ 管理基準の設定（ＣＬ） 

決定した重要管理点における基準の許容範囲を決定する。許容範囲は最小値と最大値

の幅とすることが一般的であり、温度、時間、ph等の数値化可能なものを用いる。そ

れらはリアルタイムに計測され異常があればすぐに修正できるものであること。 

原則４ モニタリング方法の設定 

製造工程におけるＣＣＰが正しいＣＬの範囲内でおこなわれていることをモニタリ

ングし、適切な人員が適切な頻度で記録されている必要がある。 

原則５ 改善措置の設定 

製造工程で管理基準を外れた異常が確認された場合には、すぐに是正される必要があ

る。問題発生予測状況を事前に把握、発生時にすぐ対応できる措置にしておく。 

原則６ 検証方法の設定 

ＨＡＣＣＰシステムが正しく機能していることを第三者が検証できる必要がある。検

証は定期的におこない、二重チェック等、漸次内容を更新できる体制であること 

原則７ 記録の維持管理 

以上のモニタリングや検証の記録は管理保存し、問題発生時に適切な処置が実施でき

なければならない。問題発生時の記録だけではなく措置の記録も残し、記録の保管に

ついて、また記録の誤記や修正方法についてもルールの一元化が必須である。 

（３）ＨＡＣＣＰ方式と従来方式の違い 

（厚生労働省資料「ご存知ですか？ＨＡＣＣＰ」より）  
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ＨＡＣＣＰ方式と従来方式の違いは、従来は最終製品の抜き取り検査により管理さ

れていたため、異常の原因を特定したり、製造工程における危険因子の特定と排除

が後手に回る可能性があった。ＨＡＣＣＰ方式ではそうした危険因子と重要工程を

あらかじめ特定しており、工程ごとに順次検査管理が可能になる。そのため食品安

全性をおびやかす可能性をあらかじめ排除することができる。 

 

（４） ＨＡＣＣＰ実現のためのＧＭＰ 

ＧＭＰとは、（Good manufacturing practice）の略で適正製造基準と訳される。Ｇ

ＭＰには製造工程における様々な基準が想定され、例としては従業員の教育といっ

た人材管理基準もあるが、主にハードウェア側の計画基準を想定している。工場の

設計や敷地配置における具体的計画基準、衛生作業や衛生施設の管理基準（給排水

計画、トイレ、手洗い施設、ゴミの廃棄施設や方法など）、設備と器具の仕様、工程

動線、欠陥取り締まり基準も含まれる。 

施設の具体的設計においてはＧＭＰの設定がもっとも重要であり、同時にＧＭＰを

配慮したうえで、生産工程に準じた適切な計画がなされていないと、かえって製造

工程を阻害してしまうおそれもある点に留意する。 

（５） ＨＡＣＣＰ実現のためのＳＳＯＰ 

ＳＳＯＰとは（Sanitation Standard Operation Procedure）衛生標準作業手順のこ

とであり、具体的な衛生行動の運用面、施設設備の衛生管理や従業員の衛生教育の

ルールやマニュアルを明確化し日々それを実行することである。 

ＨＡＣＣＰ方式の成立にはハードとしてのＧＭＰとソフトとしてのＳＳＯＰが前提

として正確かつ適正に準備してある必要がある。下記はその概念図である。 
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４ 豊洲市場のコールドチェーン維持状況について 

（１） コールドチェーンの対応状況 (図表：東京都作成) 

下図の黒線範囲が閉鎖型施設部分であり、その中を温度管理可能としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６街区、７街区は道路下の通路により結ばれている。５街区は独立した施設である。 

 

７街区の施設状況については東京都市場局より下記の資料報告を受けた。ただし、施設内を冷

却する設備機器は、個別業者整備となっており現時点で閉鎖施設内部全域がコールドチェーン

に準拠するかは未定である。 
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６街区の施設状況については下記の資料報告を受けた。施設内部温度はコールドチェーンを維

持する温度帯で管理されない。 

 

 

 ５街区の施設状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５街区の施設状況については下記の資料報告を受けた。施設内全域はコールドチェーンの維持

管理温度帯ではない。 
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（２） 卸売市場におけるコールドチェーン目標水準（農水省発表資料） 

 

 

平成２２年度より農水省は卸売市場においてコールドチェーンが途切れることなく維持され

ることを政策目標におき、一貫したコールドチェーン体制の整備事業を実施。低温保管倉庫お

よび簡易式低温売場面積の増加を図っている。 

コールドチェーン維持の温度帯はおおむね以下の目安があり、生鮮食品の管理温度帯は「冷蔵

（－１８℃～＋１０℃）」Ｃ１級からＣ３級の範囲である。：（社）日本冷蔵倉庫協会 

 

（３） 予想される豊洲市場におけるコールドチェーン維持状況 

引き続き保冷バック、氷納等による商品個別での管理体制が必須となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

         発泡スチロール魚箱で氷納 写真提供：北冷モールド（新潟県） 
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（４） 卸売市場における低温化の動向 

卸売市場では商品は一時的滞留と通過が一般的であるため、必ずしもすべての空間を

低温度帯に維持する必要はない。扱う商材と納品先により個別の条件設定が望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 卸売市場におけるコールドチェーン維持難しさの要因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の現状分析から、管理温度帯については、取り扱い品目と納入先状況、出荷先状況および

消費動向に合わせ個別のエリア、ゾーンごとに詳細設定の必要があり、施設内全域を低温管理

に導くことは困難であり、また運用実情とそぐわないことが分かる。ただし閉鎖型とすること

によるＨＡＣＣＰ対応支援効果を見込みについては後述する。 
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５ 豊洲市場のＨＡＣＣＰ支援状況について 

（１） ＨＡＣＣＰ実現のための施設ＧＭＰ 

ＨＡＣＣＰ方式による食品安全性の管理を実現するための施設用件は、作業工程にお

けるの危害分析（ＨＡ）と重要管理点の設定（ＣＣＰ）に依拠しなければない。 

そのための具体的手法として特性要因図の作成がある。 

特性要因図（とくせいよういんず）とは、作業や物事の多面的特性と要因の関係を系

統的に線で結びつけて樹状に表した図のことであり、魚の骨図に似ていることから、

フィッシュボーン・チャート（fishbone diagram）とも呼ばれている。 

特性 (effect) - 管理の成果として求める指標（不良率や在庫数など） 

要因 (factor) - 特性に影響する（と思われる）管理すべき事項 

原因 (cause) - トラブルなど特定の結果に関与した要因のこと 

原因とは、多くの場合に、適切な管理を欠いたことによるトラブル要因のことを指す

客観的な因果関係のことであり、判断や行為によるものは理由（reason）とされる。 

 

食品加工における特性要因図の事例 

「食品の変質要因と包装による変質防止技術」【#080 2012年 11月配信】 

（一財）食品分析開発センターSUNATEC メールマガジンバックナンバーより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品の変質をもたらす要因を主な要因をあげる。生物的、化学的、物理的とした後に、

それぞれの大要因項目の中にその細目要因を加えていく。生物的要因には害虫の侵入、

微生物の発生、食品にあらかじめ含まれている酵素や生体内物質等をあげてある。 

同時にそれぞれの要因がもたらす食材の変化やその科学的客観的指標を加えておく。 
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事例は練り物の焼きちくわ工程の一部を想定した特性要因図である。 

 

「ＨＡＣＣＰ実践のポイント 改訂版」新宮和裕 著（一般財団法人 日本規格協会）より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加工過程において焼き機の管理が重要であり、そのときの管理指標が温度である。 

同様に各要因要素におけるさらに下位の要因を分析し、それらの抽出された要因を重

点的に整備していく。 
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（２）ＨＡＣＣＰプランの作成 

具体的工程の概要（水産練り物製品の例：「ＨＡＣＣＰモデル例」厚生労働省） 

 

原料 

冷凍すり身は、指定した等級のものが冷凍状態で納品、検品後－18℃以下で冷凍保管。 

卵白(未殺菌液卵)も冷凍状態で納品され、冷凍保管。副原料は、常温で納品、検品後

常温保管。 

包装資材は指定のメーカーから、清潔でよく管理された覆いのある車で配達。 

すべての資材に破損や仕様を確認後、ロット番号を付けて資材保管庫に格納。 

製造には、水道水と指定の製氷業者から購入した氷を用いる。 

工程１ 

冷凍すり身は、使用する分のみ前日に冷蔵庫（10℃以下）に移し、一晩（18時間程度）

置いて表面のみ解凍(中心温度－5℃程度)。 

冷凍すり身表面のポリエチレンフィルムを取り除き、細断機に入れて細かく砕く。次

にサイレントカッターを用い、所定量の食塩を加えて糊状になるまで擂潰。その後、

副原料や水を加える。擂潰中には、温度が上がらないよう氷を使い、擂潰後の温度は

10℃以下とする。 

工程２ 

肉糊状になったすり身は、ストレーナーおよびマグネットを通し、原料中に含まれる

皮・筋・骨、金属異物等を取り除き、成形機で所定のステンレスの棒に成形。 

工程３ 

加熱工程では、はじめに低温（30℃～40℃）で坐らせたで（20分）後、150℃～170℃

で 20分の一次焙焼を行い、最後に 280℃～300℃で 5分の 2次焙焼。 

工程４ 

粗熱をとった後、冷却機（－20℃程度）のトンネルフリーザーで急速冷却。 

梱包 

包装した後、金属探知機を通し、外箱に入れる。 

出荷 

製品は冷蔵庫（10℃以下）で保管し、発注数量や納品先ごとに仕分けし 24 時間以内

に出荷する。 

 

以上の工程記述をチャート化すると次のようになる。 
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（「ＨＡＣＣＰモデル例」厚生労働省より抜粋） 

 

以上の工程から導き出したＨＡＣＣＰプランを以下に示す。 
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（「ＨＡＣＣＰモデル例」厚生労働省より抜粋） 

 

事例のような食品製造工程の管理の仕組み全般がＨＡＣＣＰ方式と呼ばれるものであり、事前

に安全性を考慮し管理運用に最適化した設備プランが求められる。 
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（３）ＧＭＰにもとづくゾーニングプラン 

総菜弁当製造工場の例 図版：「はじめてのＨＡＣＣＰ工場」金澤俊行、栗田守敏 編 

（株式会社 幸書房）より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動線計画を立てなければならないのは、人、物、空気の動きである。清潔作業域に汚染作業域

から流入することを防ぐ必要がある。 

同時に生産フローとゾーニングは一体でなくてはならない。 

それぞれの作業工程を見極め、個別の作業条件に安全衛生管理を一致させていく必要がある。 

 

その他にＧＭＰで要求される施設与件には床、壁、天井の素材や汚れホコリのたまらない構造、

給排水計画においても清浄が保たれ、なおかつメンテナンス性も要求されることになる。 
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衛生管理しやすい施設条件の例    

「食品製造におけるＨＡＣＣＰ入門のための手引書」（厚生労働省）より 

 

 

 

以上は事例であり、各施設運用計画状況により適切に計画する必要がある。 
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（５） 豊洲市場におけるＨＡＣＣＰ支援状況 

 

閉鎖型施設として鳥、虫、獣の侵入は防止されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   一部のドッグシェルターにおいては冷蔵・冷凍車両の搬入に対応 
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しかしながら、ＨＡＣＣＰシステムの本質である、安全管理運用と連動したＧＭＰに

基づいた施設設計は個別の業者対応とされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つまり、豊洲市場施設は現状すぐにＨＡＣＣＰ運用が可能というものではなく、閉鎖

空間が準備されただけのものであり、業者は個別の業種ごとにあらためてＨＡＣＣＰ

導入を試みる必要がある。 

その場合に前述のコールドチェーン同様に、卸売市場の運用性格上常に人の出入り

が多く、物流も様々な品種のものが搬入され、また一時通過していく傾向にあり、他

の食品加工場の様に一定の基準やルールを設けにくい施設である。 

同時に、現状の施設計画では搬出入時の人や車両の清浄エリアと汚染エリアとの出

入りも予想され得る。同時に不特定多数の買い出し人も汚染要因のひとつであり、豊

洲市場におけるＨＡＣＣＰの本格導入に関しては、実質的に食品工場と同様の性格を

もった加工パッケージ等の一部の製品工場に限られてくるのが実情といえるだろう。 

今後、魚介類の生体流通においてＨＡＣＣＰ導入を検討するならば、７街区と６街

区の連絡も絶ち、さらには７街区や６街区の一部を二重に閉鎖し、ＨＡＣＣＰ対応ゾ

ーンとＨＡＣＣＰ対応出入り口、および空調換気設備、給排水設備を付加したうえで、

ＨＡＣＣＰ必須の業者のみを選抜し、そのゾーンへの入場を検討するといった対応が

必要になるであろう。 
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